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Ｔ
Ｐ
Ｐ
交
渉
の
大
筋
合
意
に
伴
う
政
府
の
認
識
及
び
見
解
等
に
関
す
る
第
三
回
質
問
主
意
書

「
前
回
答
弁
書
」
（
内
閣
衆
質
一
九
〇
第
七
四
号
）
及
び
「
前
々
回
答
弁
書
」
（
内
閣
衆
質
一
九
〇
第
一
五
号
）
を
踏
ま

え
、
再
質
問
す
る
。

一

前
回
質
問
主
意
書
及
び
前
々
回
質
問
主
意
書
で
、
「
衆
参
農
水
委
員
会
の
国
会
決
議
を
遵
守
で
き
た
か
、
そ
れ
と
も
遵
守

で
き
な
か
っ
た
の
か
」
と
問
う
た
と
こ
ろ
、
「
前
回
答
弁
書
」
（
内
閣
衆
質
一
九
〇
第
七
四
号
）
及
び
「
前
々
回
答
弁
書
」

（
内
閣
衆
質
一
九
〇
第
一
五
号
）
で
は
、
「
…
政
府
と
し
て
は
、
衆
議
院
及
び
参
議
院
の
農
林
水
産
委
員
会
の
決
議
を
し
っ

か
り
と
受
け
止
め
、
全
力
で
交
渉
に
当
た
っ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
国
益
に
か
な
う
最
善
の
結
果
を
得
ら
れ
た
と
考
え
て

い
る
。
交
渉
の
結
果
を
当
該
決
議
に
照
ら
し
て
ど
の
よ
う
に
評
価
す
る
か
に
つ
い
て
は
、
国
会
で
御
判
断
い
た
だ
く
こ
と
で

あ
る
が
、
政
府
と
し
て
は
、
当
該
決
議
の
趣
旨
に
沿
う
結
果
を
得
ら
れ
た
と
考
え
て
い
る
。
」
と
の
答
弁
を
な
し
て
お
り
、

質
問
に
対
し
て
答
え
て
い
な
い
。
衆
参
農
水
委
員
会
の
国
会
決
議
に
お
い
て
、
「
六

交
渉
に
当
た
っ
て
は
、
二
国
間
交
渉

等
に
も
留
意
し
つ
つ
、
自
然
的
・
地
理
的
条
件
に
制
約
さ
れ
る
農
林
水
産
分
野
の
重
要
五
品
目
な
ど
の
聖
域
の
確
保
を
最
優

先
し
、
そ
れ
が
確
保
で
き
な
い
と
判
断
し
た
場
合
は
、
脱
退
も
辞
さ
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。
」
と
明
記
さ
れ
て
い
る
が
、

政
府
は
、
Ｔ
Ｐ
Ｐ
交
渉
の
大
筋
合
意
に
伴
い
右
事
項
を
守
れ
た
と
認
識
し
て
い
る
か
。

一



右
質
問
す
る
。

二


